
情 報 ホ ッ ト ラ イ ン 町民の皆さんにお知らせしたい情報をギュッと
凝縮して掲載しています。
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催
し
・
講
座

県
介
護
実
習
・
普
及
セ
ン
タ
ー
の

講
座

 

自
助
具
（
日
常
生
活
の
動
作
を
手
助
け
す

る
道
具
）
製
作
体
験
講
座

日
時　

5
月
21
日
㈯

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時
30
分

場
所　

福
祉
住
宅
体
験
館

　
　
　
（
県
営
福
祉
パ
ー
ク
）

内
容　

ペ
ン
が
持
て
な
く
て
も
書
く
こ
と
が

で
き
る
自
助
具
を
製
作
し
ま
す
。

対
象　

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

定
員　

10
人
（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

教
材
料
費　

5
0
0
円

※
出
来
上
が
っ
た
作
品
は
持
ち
帰
れ
ま
す
。

申
込
締
切　

5
月
12
日
㈭

　
　
　
　
　
（
当
日
午
後
5
時
15
分
必
着
）

介
護
講
座
（
介
護
保
険
制
度
の
仕
組
み
）

日
時　

6
月
2
日
㈭
午
後
1
時
〜
4
時

場
所　

福
祉
住
宅
体
験
館

　
　
　
（
県
営
福
祉
パ
ー
ク
）

対
象　

県
民

定
員　

30
人
（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

資
料
代　

3
0
0
円

申
込
締
切　

5
月
19
日
㈭

　
　
　
　
　
（
当
日
午
後
5
時
15
分
必
着
）

介
護
予
防
講
座
（
ロ
コ
モ
予
防
コ
ー
ス
）

日
時　

6
月
15
日
㈬
午
後
1
時
〜
4
時

　
　
　

9
月
7
日
㈬
午
後
1
時
〜
3
時

　
　
　

12
月
14
日
㈬
午
後
1
時
〜
4
時

場
所　

福
祉
住
宅
体
験
館

　
　
　
（
県
営
福
祉
パ
ー
ク
）

対
象　

3
回
と
も
出
席
で
き
る
60
歳
以
上
の
人

定
員　

30
人
（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

資
料
代　

各
回
3
0
0
円

申
込
締
切　

5
月
11
日
㈬

　
　
　
　
　
（
当
日
午
後
5
時
15
分
必
着
）

申
込
方
法　

そ
れ
ぞ
れ
、
住
所
・
氏
名
・
電

話
番
号
を
、
ハ
ガ
キ
・
F
A
X
ま
た
は
電
話

で
次
の
申
込
先
へ
。

問
・
申
込
先　

奈
良
県
介
護
実
習
・
普
及
セ

ン
タ
ー
（
〒
6
3
6
・
0
3
4
5　

田
原
本

町
多
7
2
2
／
☎
32
・
8
8
4
8
／
FAX
34
・

2
8
0
0
）

就
職
・
募
集

田
原
本
柔
道
連
盟
新
入
生
募
集

資
格　

幼
稚
園
児
（
年
長
）
〜
小
学
4
年
生

練
習
日
時　

毎
週
火
・
木
曜
日
午
後
7
時
〜

9
時
（
試
合
前
は
土
曜
日
も
あ
り
）

場
所　

天
理
警
察
署
田
原
本
分
庁
舎
3
階

柔
道
場

※ 

見
学
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
親
子
同
伴

で
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問　

少
年
柔
道
指
導
者
（
青
木
）

　
　

☎
0
9
0
・
9
6
9
6
・
2
7
8
7

※ 「てんいち」とは、てん（英語の 10）と、いち（1）を合わ
せて 1

てんいち

1（毎月 11日は人権を確かめあう日）という意味です。

1 2 3 4

お
知
ら
せ

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
相
談
所

　

昭
和
24
年
6
月
1
日
に
、
人
権
擁
護
委
員

法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

国
民
の
基
本
的
人
権
を
擁
護
す
る
機
関
で
あ

る
人
権
擁
護
委
員
制
度
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

国
民
一
人
ひ
と
り
が
、
主
体
的
に
豊
か
な

人
権
意
識
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

人
権
擁
護
委
員
が
、
人
権
問
題
に
関
す
る
相

談
に
応
じ
ま
す
。

日
時　

6
月
1
日
㈬
午
後
1
時
〜
4
時

場
所　

町
役
場
2
階
2
0
1
会
議
室

問　

住
民
保
険
課
戸
籍
住
民
相
談
係

　
　

☎
34
・
2
0
8
7

第
10
回
特
別
弔
慰
金
の
受
付
を

し
て
い
ま
す

受
付
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
ま
た
は
通

知
カ
ー
ド
の
提
示
が
必
要
で
す

　

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で
、
平

成
27
年
4
月
1
日
に
お
い
て
、
公
務
扶
助
料

や
遺
族
年
金
を
受
け
る
人
が
い
な
い
場
合
に

支
給
さ
れ
ま
す
。
対
象
と
な
る
の
は
次
の
順

番
に
よ
る
先
順
位
で
、
遺
族
一
人
で
す
。

請
求
可
能
な
遺
族
の
基
本
的
な
要
件

❶ 

基
準
日
（
平
成
27
年
4
月
1
日
）
に
生
存
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し
て
い
る
こ
と　

❷ 

戦
没
者
死
亡
当
時
の
遺
族
で
あ
る
こ
と

（
戦
没
者
の
死
亡
日
以
前
に
出
生
し
て
い

る
こ
と
）　

※
子
の
場
合
は
胎
児
で
も
可

❸
続
柄
が
戸
籍
で
確
認
で
き
る
こ
と

❹
次
の
最
先
順
位
で
あ
る
こ
と

1 　

弔
慰
金
の
受
給
権
者

2　

戦
没
者
な
ど
の
子 

3　

 

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係

を
有
し
て
お
り
、
か
つ
戦
没
者
な
ど
と

氏
が
同
じ
で
あ
る
①
父
母
②
孫
③
祖
父

母
④
兄
弟
姉
妹

4　

 

前
記
1
か
ら
3
以
外
の
遺
族
で
、
戦
没

者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
1
年

以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
三
親

等
内
の
親
族

支
給
内
容　

額
面
25
万
円
、
5
年
償
還
の
記

名
国
債

請
求
期
限　

平
成
30
年
4
月
2
日
㈪
ま
で

請
求
窓
口　

請
求
者
が
居
住
す
る
市
町
村
の

窓
口

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

①
本
人
に
よ
る
請
求
の
場
合

・ 

請
求
者
の
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド　

・ 

本
人
確
認
の
で
き
る
証
明
書
な
ど
（
運
転

免
許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
）

・
請
求
者
の
印
鑑
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）

②
代
理
人
に
よ
る
請
求
の
場
合

・
委
任
状

・ 
請
求
者
の
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド　

・ 

代
理
人
の
身
元
確
認
と
し
て
写
真
付
の
証

明
書
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
）

・
請
求
者
の
印
鑑
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）

問　

健
康
福
祉
課
社
会
福
祉
係

　
　

☎
34
・
2
0
9
8

選
挙
人
名
簿
（
定
時
登
録
）
を

縦
覧
で
き
ま
す

　

6
月
1
日
を
基
準
日
と
し
て
、
次
の
す
べ

て
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
人
を
定
時
登
録
し

た
選
挙
人
名
簿
の
新
規
登
録
者
名
簿
を
縦
覧

で
き
ま
す
。

今
回
登
録
さ
れ
る
人
の
条
件

❶
20
歳
以
上
の
人　
（
平
成
8
年
6
月
2
日

以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

❷
6
月
1
日
現
在
、
引
き
続
き
3
ヵ
月
以
上

田
原
本
町
に
居
住
し
、
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
（
住
民
登
録
）
さ
れ
て
い
る
人
（
平

成
28
年
3
月
1
日
以
前
に
転
入
届
け
を
し

た
人
）

縦
覧
期
間　

6
月
3
日
㈮
〜
7
日
㈫　

　
　
　
　
　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

問　

町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
町
役
場

内
）
☎
34
・
2
1
0
6

善
意
銀
行
（
3
月
）

　

皆
さ
ん
か
ら
の
善
意
は
福
祉
の
増
進
の
た

め
に
使
わ
れ
ま
す
。

◇
匿
名
…
2
0
0
0
円　

◇ 

田
原
本
町
民
生
児
童
委
員
協
議
会
…
車
椅

子
3
台

問　

田
原
本
町
善
意
銀
行
（
町
社
会
福
祉
協

議
会
内
）
☎
34
・
2
1
1
8

生活安全ニュース

問　奈良県交通安全協会天理支部協会（田原本）
☎ 33-0110（内線 417）田原本警察庁舎内

　秋の交通安全県民運動期間中に表彰を行いま
す。希望者は申請してください。
受付日時　5 月 6 日㈮～ 31 日㈫午前 8時 30
分～午後 5時（土・日曜日、祝日を除く）
場所　天理警察署田原本警察庁舎内交通安全協
会窓口
表彰を受けられる資格　 天理警察署管内に住
所を有する運転免許保有者であること　
 自動車及び原動機付自転車の運転を継続して
行っていること

表彰の種別・基準　▶支部表彰…6年以上無事
故・無違反かつ運転免許停止処分を受けていな
いこと　▶ベストドライバー顕彰…上級顕彰受
賞 1年以上経過、10 年以上無事故・無違反　
▶緑十字銅章…ベストドライバー顕彰受賞者、
10 年以上無事故・5年以上無違反　▶近畿交
通栄誉章…緑十字銅章受賞 5年以上経過かつ
20年以上無事故・無違反
※ 表彰申請人数によっては選考で決定される場
合があります。

※ 表彰基準・申請要領など詳しくはお問い合わ
せください。

平成 28年度優良運転者表彰

奈良県警察ナポくんメール
　県警察では、情報配信システムを活用した「ナ
ポくんメール」により、犯罪発生情報、子ども
や女性に対する不審者情報、交通事故発生情報
などを発信して注意を呼びかけています。
　まだ登録されていない人は、この機会に登録
してください。既に登録されている人は、家族
や友人などに紹介し、登録を勧めていただきま
すようお願いします。
ナポくんメール登録方法
方法 1…カメラ機能付き携帯電
話で右の QRコードを読み取り、
サイトに接続後、手順に従って
登録をしてください。
方法 2…下記メールアドレスに空メールを送り、
返信されたメールに記載されている手順に従っ
て登録をしてください。
napo-m@sg-m.jp

ナポくんメールに関するお問い合わせ先
県警察本部☎ 0742-23-0110
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